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「源政行」銘板碑（雄島海底採集の板碑）　　　元亨元（１３２１）年
日本三景として知られている松島の雄島では、海底に落ちた多数の板碑（中世供養塔の一種）が発見されている。

本学歴史学科日本中世史ゼミナールでは、松島町瑞巌寺と共同でその収集・調査を実施している。この調査では、
中世の雄島には従来から知られていた数よりも多い数の板碑が造立されていたことが明らかとなった。
その中で特徴的な性格を持つ板碑がこの一基の板碑である。この板碑は元亨元（１３２１）年に造立されたもので、

他に元亨三年銘板碑があり同様に「源政行」という人物名が刻まれている。
この二つの板碑は元亨元年そして元亨三年という期間に「源政行」が回忌供養を行っていた可能性を示すもので、

雄島における板碑造立を考える上で重要な史料といえる。「源政行」については詳細不明であり、研究の深化が必要
不可欠である。
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ごあいさつ 東北学院大学博物館長 辻　　秀人

日頃、東北学院大学博物館の運営につきまして並々
ならぬご支援・ご協力をいただき感謝申し上げます。
当館は平成２１（２００９）年１１月に開館して以来、一年

有余が経過いたしました。組織は平成２２年に館長、学
芸員２名、事務職員と学芸研究員１０名の体制に整いま
した。今のところは本学文学部歴史学科の資料を中心
に展示公開しています。また、博物館学芸員課程の博
物館実務実習も始めました。
平成２３年３月１１日の東日本大震災では皆様に多大の

ご心配をおかけましたが、当館の職員、資料とも無事
でした。展示具のずれや外構施設の沈下・歪みぐらい

で済みました。その後、被災地の資料を救い出すため
に設けられた国の「被災文化財等救援委員会」の文化
財レスキューに教員、学生等が参加して、当館も「被
災文化財等救援委員会」の一時保管施設となりました。
今後、資料をクリーニングして整理し、現地に収蔵庫
が再建される時まで、資料の劣化を防ぎ、保管するこ
とになります。　
当館はまだ開館したばかりの博物館ですが、これか
ら一歩ずつ着実に成長していきたいと考えています。
是非、今後とも当館へのご指導ご協力をよろしくお願
いいたします。
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施設概要

 郵便番号： ９８０-８５１１
 住 所 ：宮城県仙台市青葉区土樋一丁目３-１
 電話番号 ：０２２－２６４－６９２０　  FAX：０２２－２６４－６９１７
 休 館 日 ：日曜日、祝日・休日、大学の定める休業日
 開館時間 ：午前９時３０分～午後５時
  　（入館は午後４時３０分まで）
 入 館 料 ：一般２００円（減免措置あり）

当館は、本学土樋キャンパスに隣接し、仙台市中心
部の愛宕上杉通りに面して建つ大学博物館である。本
学の教育、研究成果にかかわる学術的価値を有する資
料を収集整理、保管、公開、普及し、本学の活動を社
会に伝えることを目的としている。また、大学におけ
る博物館学芸員資格課程の実習施設としての役割を担
い、実物資料を用いた学習機会を提供する。
博物館は鉄骨平屋建で建物面積は約３００㎡である。

展示室（１８０㎡）のほか、収蔵庫、実習室、事務室、多
目的トイレ等を有し、２４時間の空調、機械警備等に
よって貴重な資料等の管理環境を整備している。
組織は、館長のもと学芸員、事務職員、学芸研究員

である。運営に関する事項を審議する機関として、東
北学院大学博物館運営委員会を置いている。

※学校法人東北学院の役員・教職員・学生・生徒・園児・旧役
員・旧教職員は無料。大学同窓生は、ホームカミング・デー
等の館長の定める行事日は無料。未就学児、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校もしくは高等専門学校の児童、生徒
又は学生、６５歳以上の方、障害者基本法に定める障害者と介
護者１名は無料。

民俗分野の展示 中世の板碑の展示
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＊シンボル展示
「墨書人面土器」（多賀城市市川橋遺跡出土）

●発見とその後
昭和３６年頃、多賀城市市川橋付近で砂押川の大規模

な改修工事が行われた。場所が古代陸奥国の中心地
だったため、川底を掘るとたくさんの土器や瓦が出土
した。墨書人面土器はその中にあったようだ。
昭和３７年に東北学院大学職員渡辺幸七氏が工事現場

の作業員から譲り受け、工学部の設立を記念するもの
として応接室に展示されていた。
その後文学部史学科加藤孝助教授（当時）が土樋キャ

ンパスに持ち帰り研究資料としていたが、定年退官時
に多賀城市埋蔵文化財調査センターに寄託された。多
賀城市埋蔵文化財調査センターでは最近まで展示され
ていたが、平成２１年４月に大学博物館設立に伴い当博
物館の所蔵資料となった。

今年度の開館日数は、平成２２年４月１日から平成２３
年３月１１日までの２６７日であった。その後、東日本大
震災の影響により休館した。

展示活動

展示内容
＊常設展示
「東北学院大学における歴史研究の軌跡」　
　会期　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

＊常設展示の展示替え・特別陳列　　　
「考古学ゼミナール発掘成果の速報展」（考古学ゼミナール）
「平安人のまじないと墨書人面土器（解説パネル）」

（古代史専攻の学芸研究員）
「松島雄島板碑群の調査速報展」　　（中世史ゼミナール）
「境澤家文書の魅力」　　　　　　　（近世史ゼミナール）
「押川家資料調査の速報展」　　　（近現代史ゼミナール）
「木製神像と山ノ神像―コレクションの魅力紹介―」

（民俗学ゼミナール）
「地域史研究の現地見学紹介パネル展」

＊展示替え
・中世史の松島雄島の板碑コーナーを、最新の研究
成果をふまえて展示替えを行った。展示は七海雅
人准教授の監修のもと乃村工藝社が造作した。
・民俗コーナーで、仙台の工芸技術の調査成果とし
て、『仙台の曲輪』を開催した。仙台市歴史民俗資
料館より展示資料１１点を借用した。

＊資料写真の転載展示
・「慕帰絵」（浄土真宗本願寺派所蔵）
・「頼賢碑拓本」（瑞巌寺所蔵）
・「板碑」（東京国立博物館所蔵）

Image : TNM Image
Archives Source : http://TnmArchives.jp/
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旧石器人の石器作りを解明
「 賀  篭  沢 遺跡」

か ご さわ

今から約２万年前、宮城県の賀篭沢遺跡では遺跡近
くで採れる石材である玉髄を用いて、集中的な石器作
りが行われていた。４年間にわたる発掘調査の成果で
は、旧石器人の石器作りの技術や石材調達の方法が解
明された。

縄文土器の基準資料
「西の浜貝塚」

縄文中期末葉から後期中葉の土器型式が明らかと
なったことで知られる松島町の貝塚。一時期は縄文土
器研究の基準資料ともされた資料群である。土器とと
もに、考古学の調査研究で用いる実測図（出土遺物を
資料化するために作成する図）も展示する。

日本最北の前期古墳
「大塚森古墳」

四世紀代の倭国における古墳文化の北限に位置する
宮城県の古墳。出土した土器や副葬品は、大和王権北
縁地域の様相を知る上で貴重な資料である。なかでも
漆塗りの 靫 は確認例も少ない。

ゆぎ

東北地方南部の前期古墳
「 歓 

かん

 請 
じょう

 内 古墳」
うち

福島県の古墳時代前期では、周辺埋葬（石室などの
主体部以外に埋葬する方法）がみられる唯一の古墳。
埋葬に使われた壺棺を展示し、周辺埋葬の儀礼やそこ
からわかる他地域とのつながりについても紹介する。



東
北
学
院
大
学
｜
博
物
館
年
報
2
0
1
0

2010

A
n
n
u
a
l  R

e
p
o
rt  2

0
1
0

６

中世人の信仰
「松島町雄島海底採集の 板  碑 」

いた び

中世の石造供養塔である板碑の造立は、関東の武士
団を中心に広まった仏教文化のひとつ。日本三景とし
て知られる松島の雄島では、海底に落ちた板碑が１０００
基以上存在し、本学では松島町瑞巌寺と共同で収集・
調査を実施している。

一関藩家老の文書群
「 境  澤 文書」

さかい ざわ

近世、仙台藩の支藩であった一関藩田村家に仕え、
代々家老などの要職を歴任した境澤家伝来の文書群。
帳簿・手控のほか、日常生活や冠婚葬祭に関する家政
史料、学問、武芸など、近世上級武士の公私の生活を
知ることができる貴重な資料である。

本学学祖：
押川 方  義 とその時代「押川家資料」

まさ よし

東北学院の創設者である押川方義とその家族に宛て
られた封書や書簡、はがきを中心とする資料群。展示
では、明治・大正・昭和と移り変わる時代のなかで、
教育、政治、文学、スポーツなど、幅広い分野に影響
を残した押川家の人々の諸活動を紹介。

庶民の願い
「東北の庶民信仰資料・生活用具」

本学民俗学ゼミナールが収集・保管してきた民俗資
料を紹介。特に、慶長年間の銘が入った「おしらさま」
や、「七夕馬」、こけしなど、東北地方の特色ある庶民
信仰資料を展示する。
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・カーナビ向けに施設情報を提供した。
・『仙台ノート』に施設情報を提供した。

広報活動

マスメディア等への資料提供

本学公式ホームページ内に、博物館のホームページ
を設置し、各種事業・行事等を広報した。

ホームページの充実

愛宕上杉通に面して立つモミノキに、クリスマスの
イルミネ－ションを施し、博物館の存在をアピールし
た。

クリスマスのイルミネーション

教育活動

＊博物館実務実習の実施
東北学院大学博物館で実務実習を下記のとおり行った。

参加人数期　　間日　　　程
６人５日間①８月１１日（水）・１２日（木）・１７日（火）・１８日（水）・１９日（木）
４人５日間②８月２０日（金）・２３日（月）・２４日（火）・３０日（月）・３１日（火）
７人５日間③９月１日（水）・２日（木）・３日（金）・４日（土）・６日（月）
６人５日間④９月７日（火）・８日（水）・９日（木）・１０日（金）・１１日（土）
７人５日間⑤平成２３年１月３１日（月）・２月１日（火）・２日（水）・３日（木）・４日（金）
６人５日間⑥２月５日（土）・７日（月）・８日（火）・９日（水）・１０日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　　３６人　　 

桐箱の取り扱い掛軸の取り扱い掛軸の取り扱い
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午　　　後午　　　前日 程

１３：００　　１４：００　　１５：００　　１６：００９：００　　１０：００　　１１：００　　１２：００時 間

資料取扱い実習
（掛軸、巻子、陶器等の取扱いと梱包）

 施設と管理運営
（開館までの経過、
運営）

オリエンテーショ
ン・展示解説１

展示解説実習
（各展示コーナーを担当し、解説を事
前学習）
見学実習（本学資料室）

民俗資料整理実習
（民俗資料の清掃、防錆、収蔵）２

資料写真撮影実習
（考古・歴史・民俗資料の撮影、印刷）

歴史資料整理実習
（古文書等の分類、整理、箱入れ）３

展示実習
（資料の展示、キャプションの作成）

考古資料整理実習
（陶磁器の接合と補修、土器の拓本）４

懇談会 
（反省会）

レポートの
まとめ

展示解説発表
（各一人ごと
に解説し、他
の実習生が講
評する）

展示解説実習
（解説シートの作成等の解説準備）５

＊大学院生・学部生・留学生の展示解説
＊学芸研究員の指導

展示解説の下調べ

実務実習のまとめ
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・平成２１年度年報の作成
・英文リーフレットの作成

普及活動

印刷物の作成

・墨書人面土器写真　　多賀城市ホームページに掲載
・墨書人面土器レプリカ

仙台市富沢遺跡保存館に展示許可
・オシラサマと写真　　仙台市歴史民俗資料館に貸出

資料の貸出等

・オープンキャンパス・歴史学科公開講座等での展示
解説を行った。

・クリスマス・コンサートは雨天のため中止した。

普及活動

大学祭ホームカミングデーオープンキャンパス
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当館所蔵のコレクション（考古・民俗資料）台帳・
目録作成、写真撮影等の記録を作成した。

調査・研究活動

コレクションの整理

重要有形民俗文化財の「山袴コレクション」（宮本記
念財団所蔵）の戦前の調査資料のデータベース化を、
博物館実習履修学生の有志で行った。

博物館学資料の調査研究

仙台在住の民俗研究者も参加、平成２２年５月～７月
にかけて全９回の勉強会を実施した。

民俗学勉強会の実施

平成２３年１月２２日、平成２２年度で非常勤講師を終え
た早坂春一・懸田弘訓両先生による博物館学特別講演
会を開催し、学生・ＯＢ／ＯＧ、およそ２００名が参加し
た。

その他

早坂先生 懸田先生

今年度の東北学院大学博物館運営委員会は、平成２２
年５月６日（第１回）、１１月１８日（第２回）に土樋キャ
ンパスにて開催された。第１回目の委員会では、平成
２１年度事業報告・決算報告、２２年度事業案・予算、学
芸研究員の雇用など。第２回目の委員会では、前期事
業報告、後期事業予定、２３年度予算案などが議題と
なった。

東北学院大学博物館運営委員会の開催

辻　　秀人（文学部歴史学科教授）博 物 館 長
遠藤　健一（文学部英文学科教授）文 学 部 長
井上義比古（法学部法律学科教授）学 務 部 長
中川　清和（教養学部情報科学科教授）図 書 館 長
日野　　哲総 務 部 長
熊谷　公男（文学部歴史学科教授）歴史学科長
仁昌寺正一（経済学部経済学科教授）経 済 学 部
矢口　博之（工学部機械知能工学科教授）工 学 部
津上　　誠（教養学部言語文化学科准教授）教 養 学 部

東北学院大学博物館運営委員会委員名簿

東北学院大学博物館運営委員会の開催
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開館からの延べ人数小　計無料入館者数有料入館者数開館日数月
７５２７３５６１７２５４
８３１７９６２１７２２５
１，００６１７５１６４１１２６６
１，０８１７５５９１６２６７
１，１１１３０１９１１２１８
１，１８７７６６０１６２４９
１，５４８３６１３５４７２６１０
１，６５１１０３７６２７２４１１
１，９００２４９２４４５２１１２
１，９８６８６８１５２３１
２，０３０４４３２１２２０２
２，０４２１２１０２９３

２，０４２１，３６３１，２１７１４６２６７合計

開館日数は２６７日
平成２３年３月１２日～５月８日まで震災の影響により休館（４４日間）した。

博物館の開館

＜無料開放日入館者数＞ １　学部オープンキャンパス　６月２６日（土）　　　　　　　６７名
 ２　ホームカミングデー　　　１０月１６日（土）　　　　　　　４０名
 ３　大学祭　　　　　　　　　１０月２２日（金）～２４日（日）　８７名
 ４　公開クリスマス　　　　　１２月１７日（金）　　　　　　　　５名

入館者数

総人数利用回数人数資料整理人数研究会人数授業月
２０２２０２００４
１３７１１２５３３２３８０５５
１２６１２４５６２２３５9３６
８99５７７３２２７
０００００８
２３３８２１５１００9
３２３１１２２１１１０
9０9３１５５9４１１
６１５9２５２３１２
３５２３５２１
６６１１６６１１００２
３０５３０５００３

７０9７２２８２４３８99３３８２０計

授業等での博物館利用人数
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人数月　　　日学　　　　校　　　　名

１４５月２１日（金）大河原中学校（宮城県）２年生

１２７月６日（火）天童第一中学校（山形県）２年生

１５９月１６日（木）東根市立神町中学校（山形県）３年生

５１０月１日（金）石巻市立大須中学校（宮城県）３年生

４２１０月１３日（水）盛岡南高校（岩手県）１年生

７１０月２７日（水）築館高校（宮城県）２年生

１４１０月２８日（木）平舘高校（岩手県）２年生

１３１１月１１日（木）新庄市立日新中学校（山形県）３年生

１１１１月１７日（水）山本学園高校（山形県）１年生

１４１１月１８日（木）新庄市立明倫中学校（山形県）３年生

８２１２月１１日（土）東北学院中学校２年生

博物館見学校

人数月　　　日団　　　　体　　　　名

８５月３１日（月）昭和３５年大学卒業生

２５６月１２日（土）大学法学研究会ＯＢ一期生

７６月１４日（月）いちごの会

１０９月７日（火）大学多賀城寄宿舎３８年卒一同

４６９月９日（木）大学地域史研究（歴史学科２年生）

４５９月１０日（金）大学地域史研究（歴史学科２年生）

７９月２９日（水）寿楽会（仙台）

２４１０月８日（金）仙台明治青年大学里山自然観察会事前視察

８１０月１９日（火）泰日工業大学（タイ協定校）留学生

９３１０月２９日（金）仙台明治青年大学里山自然観察会

２７１１月６日（土）大安場史跡公園ボランティア

１０１１月１１日（木）山新観光（新庄市）

団体入館
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＊東日本大震災による被災状況
・館員・学芸研究員　　教員１人と学生２人が展示室内で板碑実測中で、職員２人と共に館外に避難して無事。
・展示室　
・資　料　免震台により墨書人面土器は無事。テグスで固定していた土器は倒れなかった。しかし、２０ｃｍの小

型木製人形１体は張りが弱かったためか、倒れたが無傷。
・パネル　天井から吊るし、床に接するように置いた重し付の大パネル（各コーナーごとのもの）がずれた程度。

ワイヤーが天井から張っていたため、転倒しなかったと思われる。
・収蔵庫　棚を壁に固定する金具が外れたり、緩んだ箇所があった。デバイザー設置のため、資料等の落下は防止

できた。
・実習室　パソコンの本体タワーが倒れて、キーボードの足１本壊れた。
・事務室　パソコンのディスプレイが倒れて、机から落ちるが異常なし。
・建　物　展示室天井の空調機蓋パネル１枚が開く。南側基礎土台の塗装が剥がれた。
・外　構　南通用口の西側砂利敷部分の沈下・ひび割れがあった。
・駐車場　南側部分の沈下・ひび割れがあった。　隣接マンションの外壁タイルが落下した。
・歩　道　各所の沈下・ひび割れがあった。

東日本大震災による影響
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＊東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）後の経過
平成２３（２０１１）年
３月１１日（金）　１４時４６分ごろ、三陸沖を震源に、国内観測史上最大のM９．０の地震が発生。大津波や火災が起き、多

大な被害が出る。宮城県仙台市青葉区で、震度６弱（後に６強）を観測した。
教員１人と学生２人が展示室内で板碑を実測中で、職員２人と共に館外に避難して、無事。
１５時０８分ごろ、三陸沖を震源にM７．４の地震が発生。
１５時１５分ごろ、茨城県沖を震源にM７．７の地震が発生。仙台市青葉区で、震度３を観測した。
その後、東北大学テニスコートに避難していた教職員・学生に合流。
１５時２５分ごろ、三陸沖を震源にM７．５の地震が発生。
１５時４０分ごろ、安否を確認し順次帰宅し、一部の帰宅困難な学生、教職員は体育館に移動した。

　　２３日まで　博物館の建物安全確認が済まず、立ち入り禁止で、職員は学生課で学生の安否確認をした。校内の
３棟は立ち入り禁止。

　　２４日から　博物館で勤務を開始する。資料・施設の被害点検、報告、手配等する。パソコンLAN不通。当分の
間、閉館を決定した。

３月２５日（金）　パソコンLAN開通。施設課による被害下見があった。
３月２８日（月）　大学HPに「博物館休館のお知らせ」を掲載した。
３月３０日（水）　施設課による被害下見があった。
以後、５月８日まで休館した。
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　○東北学院大学博物館規程
平成２１年４月１日制定

（趣旨）
第１条　この規程は、東北学院大学学則第６６条の規定に基づき、東北学院大学博物館（以下、「博物館」という。）

の基本的事項について定める。
（目的）
第２条　博物館は、東北学院大学（以下、「本学」という。）の教育、研究成果に関わる学術的価値を有する資料を

収集整理、保管、公開、普及し、東北学院大学の活動を社会に伝えることを目的とする。
（事業）
第３条　博物館は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
（１）　本学の教育・研究に関する博物館資料（以下「資料」という。）の収集整理、及び保管
（２）　前号の資料に関する調査研究
（３）　本学学生、教職員等の東北学院関係者及び一般市民等を対象とする、資料に関する必要な解説、助言、及

び資料等の提供等
（４）　講演会、講習会、研究会等の主催及びその開催の援助
（５）　案内書、解説書、目録、年報、調査報告書等の作成及び頒布
（６）　他の博物館等との刊行物及び情報の交換並びに博物館資料の相互貸借の実施
（７）　本学学生に対する博物館実習の実施
（８）　その他別に定める手続きを経て必要と認められる事業
２　前項７号に関する業務は、学務部長との協議に基づき、学務部教務課資格係との協力のもとに行うものとする。
　　（博物館運営委員会）
第４条　博物館の運営に関する事項を取り扱うため、東北学院大学博物館運営委員会（以下、「運営委員会」という。）

を置く。
２　運営委員会に関する事項は、東北学院大学博物館運営委員会規程に定める。
（職員）
第５条　博物館に以下の各号の職員を置く。
（１）　館長
（２）　学芸員
（３）　事務職
（４）　学芸研究員
（館長）
第６条　館長は、博物館の業務を統括し、博物館を代表する。
２　館長は、本学の専任教授のなかから学長が任命する。
３　館長の任期は２年とし、再任を妨げない。
（学芸員）
第７条　学芸員は、専門的職員として、資料の収集、整理、保管、閲覧、展示及び調査研究、その他これに関する

事項についての専門的業務を行う。
２　第１項の学芸員には、専門的職員のほかに、学芸員資格を有する本学専任教員を加えることができる。
３　第２項の規定による学芸員は、館長の意見を聴取したうえで学長がこれを委嘱するものとする。
４　第２項の規定による学芸員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（事務職員）
第８条　事務職員は、館長の指示に従って博物館運営に係る事項及び庶務的事項を行う。

博物館規程
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（学芸研究員）
第９条　学芸研究員は非常勤職員とし、原則として東北学院大学研究スタッフに関する規程の適用が可能な者を雇

用するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、運営委員会が本学における博物館学芸員養成に資すると判断する場合には、学芸研

究員として本学大学院博士課程前期課程の在籍者及び修了者を雇用することができる。
３　学芸研究員の採用にあたっては、運営委員会の承認を得て館長が必要な手続きを行う。
４　学芸研究員の職務内容は、運営委員会の承認を得て館長が別に定める。
（博物館の管理運営）
第１０条　博物館の利用及び管理運営については、東北学院大学博物館管理運営規程に定める。
（事務取扱）
第１１条　博物館の運営に関する事務は、博物館事務室が取り扱う。
（規程の改廃）
第１２条　この規程の改廃は、運営委員会の議を経て全学教授会が行い、理事会の承認を得るものとする。
　附　則
この規程は、平成２１（２００９）年４月１日から施行する。

　○東北学院大学博物館管理運営規程
平成２１年４月１日制定

（趣旨）
第１条　この規程は、東北学院大学博物館規程第１０条に基づき、東北学院大学博物館（以下、「博物館」という。）

の利用及び管理運営について定める。
（休館日）
第２条　博物館の休館日は、日曜、祝日、年末年始及び大学休業日とする。
２　前項の規定にかかわらず、館長が博物館の運営上必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

ただし、この場合は、館長は、その都度あらかじめ日時を公示しなければならない。
３　前項に基づいて臨時休館又は臨時開館した場合、館長は事後に東北学院大学博物館運営委員会（以下、「運営委

員会」という。）に報告し了承を得なければならない。
（開館時間）
第３条　博物館の開館時間は、午前９時３０分から午後５時までとする。ただし、入館は午後４時３０分までとする。
２　前項の規定にかかわらず、博物館の運営上必要と認めた場合、館長は臨時に開館時間及び閉館時間を変更する

ことができる。ただし、館長は変更の事実及び理由を運営委員会に報告しなければならない。
（入館料）
第４条　入館料については別に定める。
（入館の制限）
第５条　館長は、次の各号のいずれかに該当する人物に対して、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
（１）　他人に迷惑をかけ、展示品、保管物又は施設設備を損傷するおそれがあることが明らかであると認められ

るとき
（２）　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあることが明らかであると認められるとき
（３）　その他管理上著しく支障があることが明らかであると認められるとき
（資料の閲覧等）
第６条　館長が必要と認めたときは、利用者の依頼により、その調査研究の用に供するために、博物館の所蔵する

資料（以下、「資料」という。）の閲覧又は複写を許可することができる。
２　資料の閲覧又は複写をしようとする者は、所定の書式によって、あらかじめ資料の閲覧又は複写の申請をしな

ければならない。
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（資料閲覧の制限）
第７条　次の各号の一に該当する資料は、閲覧又は複写を制限することがある。
（１）　保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
（２）　現に展示中のもの
（３）　その他館長が閲覧又は複写が不適当と認めたもの
２　前項の規定に基づいて閲覧又は複写を制限した資料がある場合、館長は運営委員会に報告するものとする。
（資料の館外貸出）
第８条　博物館は、次の各号のいずれかに該当する場合、資料の館外貸出しを行うことができる。
（１）　博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき
（２）　学校が授業の用に供する場合で、館長が適当と認めたとき
（３）　その他館長が適当と認めたとき
２　資料の館外貸出しを希望する者は、館長の許可を受けなければならない。
３　資料の館外貸出しの許可を受けようとする者は、資料借用書を館長に提出しなければならない。
４　資料の館外貸出しの許可を受けた者は、館長の指示するところにより、資料の管理にあたらなければならない。
５　資料の館外貸出しの許可を受けた者は、当該資料を他に転貸してはならない。
６　資料の貸出期間は、館長がその都度定める。
７　資料の館外貸出しを行った場合、館長は、可能な限り速やかに運営委員会に報告しなければならない。
（損害の賠償）
第９条　故意又は過失により、施設設備、展示資料又は貸出資料を損傷し、又は滅失した者は、館長の指示を受け

てこれを原形に復さなければならない。
２　損傷又は滅失した施設設備、展示資料、又は貸出資料を原形に復すことが不可能な場合には、現物をもって、

又は同等物を購入するのに必要な相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。
３　前２項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると運営委員会が認め、関係部局の了承を得た場合に

は、この限りではない。
（資料の寄贈及び寄託）
第１０条　博物館は、運営委員会の承認を得て、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
２　寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表記し、永くその篤志を伝える。
３　博物館への寄贈及び寄託に関する必要事項については、別に定める。
（改廃）
第１１条　この規程の改廃は、運営委員会の議を経て全学教授会が行い、理事会の承認を得るものとする。
　附　則
この規程は、２００９（平成２１）年４月１日から施行する。

　○東北学院大学博物館運営委員会規程
平成２１年４月１日制定

（設置）
第１条　東北学院大学博物館規程第４条の規定に基づき、博物館の運営に関する事項を審議する機関として、東北

学院大学博物館運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。
（構成）
第２条　委員会は、次の委員から構成される。
（１）　博物館長
（２）　文学部長
（３）　学務部長
（４）　図書館長
（５）　総務部長
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（６）　歴史学科長
（７）　経済学部、経営学部、又は法学部から１名選出される委員
（８）　教養学部、工学部からそれぞれ１名ずつ選出される委員
２　委員長は、博物館長をもってあてる。
３　第１項１号から６号までの委員の任期は、各委員の役職在任期間とする。
４　第１項７号及び８号による委員の任期は２年とする。
５　委員会には、博物館専門的職員（学芸員）及び事務職員が陪席する。
（委員会の業務）
第３条　委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。
（１）　博物館の運営に関わる規程・規則等
（２）　博物館の予算および決算
（３）　博物館が行う事業の計画
（４）　博物館が行う事業の執行状況の承認
（５）　博物館の専任職員及び非常勤職員の採用並びに非常勤職員の職務内容に関わる事項
（６）　博物館が受け入れた所蔵品の確認
（７）　寄贈品・寄託資料受け入れの承認
（８）　休館日及び開館時間変更の承認
（９）　その他博物館の運営に必要な事項
（委員以外の者の出席）
第４条　委員会が必要と認めた場合は、委員、及び常時陪席者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるも

のとする。
（委員会の開催）
第５条　委員会は、委員長がこれを招集して、その議長となる。ただし、委員長が欠けたとき又は委員長に事故が

あるときは、あらかじめ指名された委員が議長を務める。
２　委員会は、定期的に開催されるほか、関連規程が定めている場合、又は委員長が必要と認めるとき、臨時に開

催される。
（議決）
第６条　委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
２　委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
（事務取扱）
第７条　委員会に関する事務は、博物館事務室が取り扱う。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は、委員会の議を経て全学教授会が行い、理事会の承認を得るものとする。
　附　則
この規程は、２００９（平成２１）年４月１日から施行する。

　○東北学院大学研究スタッフに関する規程
平成２０年４月１日制定

（目的）
第１条　この規程は、東北学院大学（以下、「本学」という。）が行う研究プロジェクト等に、優秀な本学大学院博

士課程後期課程修了者、博士課程後期課程在学者等を研究スタッフとして参加させ、本学における学術研
究活動に対する支援体制を一層充実させるとともに、若手研究者の研究遂行能力の育成を図ることを目的
としている。

２　この規程は、科学研究費補助金による研究、学外諸機関との共同研究及び外部から委託された受託研究並びに
その他本学が認めた研究プロジェクト等に適用する。
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３　本条第１項及び第２項にいう研究プロジェクト等には、本学全体が行うもののほか、研究科、学部、研究所等
の教育研究部局、及び専任教員が単独で又は共同で行うものをも含むものとする。

（研究スタッフの種類）
第２条　研究スタッフは、ポスト・ドクター（以下、「ＰＤ」という。）、リサーチ・アシスタント（以下、「ＲＡ」

という。）、及び研究技術員とする。
２　ＰＤとなることができる者は、博士課程後期課程を修了して博士の学位を取得した者、または博士の学位を取

得した者に相当する能力を有する者であって、採用時に３５歳未満のものとする。
３　ＲＡとなることができる者は、本学大学院博士課程後期課程に在籍する者であって、採用時に３５歳未満のもの

とする。
４　研究技術員となることができる者は、本学の研究プロジェクト等の研究支援のため、大型機械、特殊機器等の

操作等にかかわる特殊技術又は熟練した技術を必要とする業務に従事する者であって、採用時において３５歳以
上のものとする。

（研究スタッフの職務）
第３条　ＰＤは、本学が認めた研究プロジェクト等を遂行する業務に従事する。
２　ＲＡは、研究プロジェクト等を行う部局の長の指示に従って、研究プロジェクト等の遂行に必要な補助業務を

行う。
３　研究技術員は、研究プロジェクト等を行う部局の長の指示に従って、研究プロジェクト等の遂行に必要な補助

業務を行う。
（採用手続き）
第４条　研究スタッフの採用を希望する部局の長は、研究プロジェクト等の内容、採用目的等の必要事項を記載し

た書類等を添付して、学長に申請する。
２　学長は、大学院委員会の議を経て、ＲＡの採用の可否を決定する。
３　学長は、部長会での意見交換及び大学院委員会の議を経て、ＰＤ及び研究技術員の採用の可否を決定し、理事

会の承認を得る。
４　ＲＡを採用する場合、学長への申請に先立って、当該大学院学生の所属する研究科の研究科委員会の承認を得

ていなければならない。
５　本学専任教員が研究スタッフの採用を希望する場合、当該教員は、研究プロジェクト等の内容、採用目的等の

必要事項を記載した書類等を添付し、所属する部局の長を通して、学長に採用の申請を行う。
６　本学全体が行う研究プロジェクトの遂行に必要な補助業務を行う研究スタッフの採用の場合、本条第１項に定

める「部局の長」は、大学院委員会副委員長とする。
７　研究スタッフの採用に必要な事務手続き及び提出書類等については、別に定める。
（雇用期間・勤務時間等）
第５条　研究スタッフは、本学との間に、非常勤職員としての雇用契約を締結しなければならない。
２　研究スタッフの雇用期間は１年以内とし、５年を限度として更新することができる。
３　前項の規定にかかわらず、科学研究費等の補助金を得て行う研究プロジェクトの実施のために雇用される研究

スタッフの場合、当該研究プロジェクトの継続期間を限度とする。
４　ＲＡの勤務時間は、大学院学生としての研究に支障がないよう、週２０時間程度を限度とする。
（給与等）
第６条　研究スタッフが本学の資金による研究プロジェクト等の研究補助業務に従事する場合、その給与等は本学

から支弁されるものとする。
２　研究スタッフが科学研究費等の補助金による研究プロジェクト等の研究補助業務に従事する場合、その給与等

は、当該研究プロジェクトに対して交付される補助金をもって支弁されなければならない。
３　研究スタッフに対して支払われる給与等の費目、金額、支払い方法、社会保険等についての詳細は、別に定め

る。
（施設・設備の利用）
第７条　ＰＤ及び研究技術員は、必要に応じて、非常勤講師と同様に本学の施設・設備を利用することができる。
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（知的財産権）
第８条　研究スタッフが参加して行った研究により生じた知的財産権については、別に定める知的財産権の取り扱

いに関する諸規程に従わなければならない。
（並存する規程の許容）
第９条　本学の各部局が科学研究費補助金等の外部から得た補助金によって行う大規模な共同研究プロジェクト等

の研究補助業務に従事する研究スタッフの採用手続き、処遇等については、大学院委員会及び理事会の承
認を得て、当面の間、それぞれの研究プロジェクトごとに定めることができる。

２　本学大学院各研究科が本学の資金によって行う研究プロジェクトを遂行するための補助業務に従事するＰＤに
ついては、当面の間、東北学院大学リサーチ・アシスタントに関する規程の中の「リサーチ・アシスタント」
を、この規程が定めるＰＤに読み替えたうえで、同規程を準用することができる。ただし、同規程第３条②及
び④が定める事項については、この規程の定めるところによるものとする。

（身分の喪失）
第１０条　研究スタッフが以下の各号に該当する場合、学長は、当該部局長との協議を経て、雇用契約を解除するこ

とができる。
（１）　勤務状態が不良であって、研究プロジェクトを実施する部局の長が改善勧告を行った後も、改善の見込み

が低いと判断されたとき
（２）　研究プロジェクトを実施する部局の長の指導及び指示に従わなかったとき
（３）　疾病等のために業務に適さないと認められたとき
（４）　研究スタッフが退職を申し出たとき
２　前項に基づいてＰＤ又は研究技術員との雇用契約を解除したとき、学長は、速やかに理事長に報告し、承認を

得なければならない。
（証明書の発行）
第１１条　研究スタッフには、身分証及び採用又は受入履歴に関する証明書を発行することができる。
２　前項に定める証明書に記載する呼称は、この規程の第２条に掲げる当該研究スタッフの名称に「東北学院大学」

を付したものとする。ただし、必要に応じて、当該研究プロジェクト等、研究プロジェクト等を実施する部局
の名称を括弧書きで付することができる。

（細則等）
第１２条　研究スタッフの職務、採用等、制度の運用に必要な事項のうち、この規程に定めのないものについては、

細則等を別に定めるものとする。
（改廃）
第１３条　この規程の改廃は、大学院委員会が行い、理事会の承認を得るものとする。
　附　則
この規程は、平成２０（２００８）年４月１日から施行する。
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新収蔵資料目録

唐美人之図  １幅
遠藤 速雄 筆

養老孝子図  １幅
斎藤 弓弦 筆

静軒幽娯巻  １巻
寺門 静軒 筆
大槻 磐渓 奥書

四季草花絵巻  １巻
青翠 写

松島之詩  １幅
大槻 如電 筆
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職員紹介
文学部教授辻　　秀人館　　　長

文学部講師加藤　幸治学　芸　員
大学職員青村　光夫

大学職員尾木恵美子事 務 職 員

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本古代史専攻熊谷　明希学芸研究員
大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本古代史専攻須田　圭紀

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本中世史専攻乙戸　　崇

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本近世史専攻岡谷　成康

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本近世史専攻 田中　大基

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　日本近代史専攻小田島 香奈

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　民俗学専攻今村　瑠美

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　民俗学専攻岡山　卓矢

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　民俗学専攻柏井　容子

大学院文学研究科　アジア文化史専攻　博士前期課程　民俗学専攻沼田　　愛

交通案内 ●地下鉄「五橋駅」下車、
　愛宕上杉通を南方向に徒歩５分

編　集　　東北学院大学博物館
発行日　　平成２４年３月１０日
印　刷　　株式会社ユーメディア

平成２２年度（２０１０）　東北学院大学博物館年報






